
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内に挿入または刺入して周囲の生体組織を超音波により計測する針状超音波探触子
であって、超音波を収束させる音響レンズを備え、軸に垂直な方向に超音波を送受波する
超音波変換器を有する針状超音波探触子において、
　液体の音響伝搬媒体を給排する給排管と、前記音響伝搬媒体の静水圧を調整する音響伝
搬媒体給排器とを有し、前記音響レンズと計測対象である生体組織との間に前記給排管に
より液体の音響伝搬媒体を前記静水圧に基づいて給排し、

前記超音波変換器から送受波さ
れる超音波が前記音響レンズによって前記液体の音響伝搬媒体内で収束して結ぶ焦点の位
置 を可変させることを特徴とする針状超音波探触子。
【請求項２】
　前記音響伝搬媒体を給排する給排管を、少なくとも２本有することを特徴とする請求項
１に記載された針状超音波探触子。
【請求項３】
　送波と受波の時間差を計測する手段を設け、また前記給排管の反対の端部に音響伝搬媒
体の給排器と圧力調整器を設けて、送波と受波の時間差を参照して前記音響伝搬媒体の圧
力を調整することを特徴とする請求項１ 請求項 に記載された針状超音波探触子。
【請求項４】
　前記超音波変換器が、複数個設けられることを特徴とする請求項１乃至請求項 のいず
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れか１項に記載された針状超音波探触子。
【請求項５】
　前記超音波変換器を、軸の周囲に螺旋状に走査することにより、周辺の生体組織を画像
化することを特徴とする請求項１乃至請求項 のいずれか１項に記載された針状超音波探
触子。
【請求項６】
　軸に垂直な方向に超音波を送受波する超音波変換器を少なくとも２個有し、前記の超音
波変換器が、軸周囲を廻る螺旋上に配置されることを特徴とする請求項 又は請求項 に
記載された針状超音波探触子。
【請求項７】
　複数の超音波変換器の間隔が、針の回転方向については等しく、かつ、軸方向について
は必要な画像の走査線間隔の２倍、またはその整数倍であることを特徴とする請求項 に
記載された針状超音波探触子。
【請求項８】
　複数の超音波変換器の間隔が、針の回転方向については等しく、かつ、軸方向について
は必要な画像の走査線間隔の倍数であることを特徴とする請求項 に記載された針状超音
波探触子。
【請求項９】
　超音波変換器の数がｍ、螺旋状走査における１回転あたりの軸方向の移動距離がｐ、第
１番目の超音波変換器の位置を基準として第ｓ番目の超音波変換器の回転方向の位置がθ
ｓ度であるとき、その軸方向の位置が、ｎを整数、ｔを１、あるいは、ｍ未満かつｍと互
いに素なる自然数として、
　ｐ［（θｓ／３６０）＋（ｓ－１）｛ｎ＋（ｔ／ｍ）｝］
で与えられることを特徴とする請求項 に記載された針状超音波探触子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、超音波診断装置用の探触子に係わり、特に、被検体内深層部の組織性状診断及
び高分解能撮像に好適な針状超音波探触子に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
臓器に発生した病変を診断する方法として生体検査（バイオプシ）が知られている。
【０００３】
これは、超音波撮像装置で体腔内の臓器を描出しながら、穿刺針を病変部まで刺入し、針
の内部に病変部の生体組織を導入して採取し、これを鑑別して病名の診断を行うものであ
る。
【０００４】
しかし、この方法では生体組織を体外に摘出した後固定、染色して検査するため、ただち
に診断することができず、また組織が生体内の状態から変化するという問題があった。
【０００５】
そのため、例えば、下記公報（イ）ないし（ハ）に記載されているように、穿刺針に超音
波変換器を取り付けて直接病変部に刺入し、病変部の組織性状を測定したり、周囲の生体
組織を画像化する針状超音波探触子が提案されている。
【０００６】
（イ）特公平４－０７８２９９号公報
（ロ）特公平５－０００１２５号公報
（ハ）特公平５－００９０９７号公報
前記公報（特公平４－０７８２９９号）（イ）、および、前記公報（特公平５－０００１
２５号）（ロ）に記載された針状超音波探触子は、超音波を用いて、周囲の生体組織の音
速や反射率などの音響特性を測定するものである。
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【０００７】
前記公報（特公平４－０７８２９９号）（イ）には、針に凹部を設けてその壁面に超音波
変換器を設けた針状超音波探触子が記載されており、また、前記公報（特公平５－０００
１２５号）（ロ）には、穿刺針の内針と超音波変換器を交換可能とした針状超音波探触子
が記載されている。
【０００８】
これに対して、前記公報（特公平５－００９０９７号）（ハ）に記載された針状超音波探
触子は、周囲の生体組織の音速や反射率などの音響特性により、周囲の組織を画像化し、
当該画像を観察することにより病名の診断を行うものであり、前記公報（特公平５－００
９０９７号）（ハ）には、外針の一部に開口部を設けて内針側面に実装した超音波変換器
が露出させ、これを走査するようにした針状超音波探触子が記載されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
一般に、超音波を測定対象に送波し、その反射波を受波する場合、反射率は媒質の音響イ
ンピーダンスの不連続性に依存し、界面での音響インピーダンスの差が大きいほど反射率
も大きい。
【００１０】
しかし、比較的狭い視野を高い位置分解能で描出することを目的とする針状超音波探触子
では、視野内の生体組織には音響インピーダンスの分布が乏しく、したがって反射率が小
さいため、信号強度が小さいという問題があった。
【００１１】
また、被検者の負担を軽減するためには、超音波変換器を針状超音波探触子に複数実装し
て撮像時間を短縮することが望ましい。
【００１２】
しかしながら、細い針状の探触子に複数の超音波変換器を密に実装するのは困難であり、
超音波変換器を分散させて実装密度を下げる必要があるが、撮像に最も適した超音波変換
器の配列方法を決定する必要があった。
【００１３】
本発明は、前記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の目的は
、針状超音波探触子において、信号強度を向上させることが可能となる技術を提供するこ
とにある。
【００１４】
また、本発明の他の目的は、針状超音波探触子において、撮像に最も適した配列方法で、
複数の超音波変換器を分散させて実装することが可能となる技術を提供することにある。
【００１５】
本発明の前記目的並びにその他の目的及び新規な特徴は、本明細書の記載及び添付図面に
よって明らかにする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の通
りである。
【００１７】
（１）生体内に挿入または刺入して周囲の生体組織を超音波により計測する針状超音波探
触子であって、超音波を収束させる音響レンズを備え、軸に垂直な方向に超音波を送受波
する超音波変換器を有する針状超音波探触子において、前記音響レンズと計測対象である
生体組織との間に音響伝搬媒体を介在させ、前記超音波変換器から送受波される超音波が
前記音響レンズによって前記音響伝搬媒体内で収束して結ぶ焦点の位置を、前記生体組織
と前記音響伝搬媒体との界面の位置に、音響レンズの焦点深度の範囲で、少なくとも計測
中は一致させる手段を有することを特徴とする。
【００１８】
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（２）生体内に挿入または刺入して周囲の生体組織を超音波により計測する針状超音波探
触子であって、超音波を収束させる音響レンズを備え、軸に垂直な方向に超音波を送受波
する超音波変換器を有する針状超音波探触子において、液体の音響伝搬媒体を給排する給
排管を有し、前記音響レンズと計測対象である生体組織との間に前記給排管により液体の
音響伝搬媒体を給排し、前記超音波変換器から送受波される超音波が前記音響レンズによ
って前記液体の音響伝搬媒体内で収束して結ぶ焦点の位置を、前記生体組織と前記音響伝
搬媒体との界面の位置に、音響レンズの焦点深度の範囲で、少なくとも計測中は一致させ
ることを特徴とする。
【００１９】
（３）前記（２）の手段において、前記音響伝搬媒体を給排する給排管が、少なくとも２
本有することを特徴とする。
【００２０】
（４）前記（２）または（４）の手段において、送波と受波の時間差を計測する手段を設
け、また前記給排管の反対の端部に音響伝搬媒体の給排器と圧力調整器を設けて、送波と
受波の時間差を参照して前記音響伝搬媒体の圧力を調整することを特徴とする。
【００２１】
（５）生体内に挿入または刺入して周囲の生体組織を超音波により計測する針状超音波探
触子であって、超音波を収束させる音響レンズを備え、軸に垂直な方向に超音波を送受波
する超音波変換器を有する針状超音波探触子において、前記音響レンズと計測対象である
生体組織との間に固体の音響伝搬媒体を有し、前記超音波変換器から送受波される超音波
が前記音響レンズによって前記固体の音響伝搬媒体内で収束して結ぶ焦点の位置を、前記
生体組織と前記音響伝搬媒体との界面の位置に、音響レンズの焦点深度の範囲で、少なく
とも計測中は一致させることを特徴とする。
【００２２】
（６）前記（１）ないし（５）の手段において、前記超音波変換器を、軸の周囲に螺旋状
に走査することにより、周辺の生体組織を画像化することを特徴とする。
【００２３】
（７）軸に垂直な方向に超音波を送受波する超音波変換器を少なくとも２個有し、生体内
に挿入または刺入して前記超音波変換器を針の軸の周囲に螺旋状に走査することにより周
辺の生体組織を画像化する針状超音波探触子において、前記の超音波変換器が、軸周囲を
廻る螺旋上に配置されることを特徴とする。
【００２４】
（８）前記（７）の手段において、複数の超音波変換器の間隔が、針の回転方向について
は等しく、かつ、軸方向については必要な画像の走査線間隔の２倍、またはその整数倍で
あることを特徴とする。
【００２５】
（９）前記（７）の手段において、複数の超音波変換器の間隔が、針の回転方向について
は等しく、かつ、軸方向については必要な画像の走査線間隔の倍数であることを特徴とす
る。
【００２６】
（１０）前記（７）の手段において、超音波変換器の数がｍ、螺旋状走査における１回転
あたりの軸方向の移動距離がｐ、第１番目の超音波変換器の位置を基準として第ｓ番目の
超音波変換器の回転方向の位置がθｓ度であるとき、その軸方向の位置が、ｎを整数、ｔ
を１、あるいは、ｍ未満かつｍと互いに素なる自然数として、
ｐ［（θｓ／３６０）＋（ｓ－１）｛ｎ＋（１／ｍ）｝］
で与えられることを特徴とする。
【００２７】
【作用】
前記したように、超音波の反射率は媒質の音響インピーダンスの不連続性に依存し、音響
インピーダンスの不連続が著しいほど反射率は大きくなる。
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【００２８】
前記（１）、（２）および（５）の手段によれば、針状超音波探触子において、超音波変
換器の音響レンズと検査対象である生体組織と間に、例えば、液体または固体の音響伝搬
媒体を介在させ、超音波変換器から送受波される超音波が音響レンズの作用により音響伝
搬媒体内で結ぶ焦点の位置を、生体組織と音響伝搬媒体の界面の位置に、焦点深度の範囲
で一致させるようにしたので、音響インピーダンスの不連続性が大きくなり、これにより
、大きな反射信号を得ることが可能となる。
【００２９】
前記（３）および（４）の手段によれば、針状超音波探触子の内部に音響伝搬媒体の給排
管を設けるようにしたので、外部から、音響レンズと計測対象である生体組織との間に液
体の音響伝搬媒体を給排することが可能となる。
【００３０】
また、音響伝搬媒体給排管を、供給用および排出用に２本以上設けるようにしたので、音
響レンズと計測対象である生体組織間に血液などが入り込んで超音波の視野を妨げる場合
に、液体の音響伝搬媒体を流して洗浄することが可能となる。
【００３１】
前記（６）の手段によれば、超音波変換器を螺旋状に走査するようにしたので、走査中超
音波探触子は停止せず、走査時間が短縮することが可能となる。
【００３２】
前記（７）ないし（１０）の手段によれば、走査時間を短縮するために超音波変換器を２
個以上実装する際に、超音波変換器を、軸周囲を廻る螺旋上に配置する。
【００３３】
即ち、超音波変換器の数をｍ個とし、螺旋状走査における１回転あたりの軸方向の移動距
離をｐとするとき、第１番目の超音波変換器の位置を基準にして、第ｓ番目の超音波変換
器の回転方向の位置がθｓ度であれば、その軸方向の位置を、ｐ［（θｓ／３６０）＋（
ｓ－１）｛ｎ＋（ｔ／ｍ）｝］　で与える。
【００３４】
ここで、ｎは整数、ｔは１、あるいは、ｍ未満かつｍと互いに素なる自然数である。
【００３５】
より具体的に典型例を挙げれば、超音波変換器を針の軸周囲を廻る螺旋上に配置し、その
間隔は針の回転方向に対しては等しく、軸方向に対しては必要な画像の走査線の間隔の２
倍に配置する。
【００３６】
また、超音波変換器を軸線に沿った直線上に配置し、その間隔は必要な画像の走査線間隔
またはそのｔ倍に配置してもよい。
【００３７】
これにより、走査時間を短縮する目的で複数の超音波変換器を１本の針状超音波探触子に
実装するとき、各々の超音波変換器の走査線の軌跡は重なり合うことなく等間隔に配列さ
れ、最も効率的な配置となり、撮像時間の短い超音波探触子を実現することが可能となる
。
【００３８】
【実施例】
以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
【００３９】
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、
その繰り返しの説明は省略する。
【００４０】
さらに、文中に示した数値や素材は一例であり、必ずしもこの通りである必要はなく、ま
た、説明を容易にするため図の寸法と説明文の寸法は必ずしも一致していない。
【００４１】
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［実施例１］
図１は、本発明の一実施例（実施例１）である針状超音波探触子を長さ方向に切断した断
面を示す縦断面図である。
【００４２】
図２は、図１に示す針状超音波探触子の主要部を拡大して示す拡大図、図３は、図１に示
す針状超音波探触子を同図に示すＡ－Ａ’の線で切断した断面を示す断面図である。
【００４３】
図４は、図１に示す針状超音波探触子の全体構成を示す全体図である。
【００４４】
図１ないし図４において、１は超音波変換器、２は音響レンズ、３は基板、４は振動子、
５は信号線実装基板、６は信号線、１０は内針、２０は外針、３０は音響伝搬媒体給排管
、３５は音響伝搬媒体給排管３０の開口部、４０は液体の音響伝搬媒体、５０は生体組織
、６０は駆動部、７０は液体の音響伝搬媒体４０の給排器、８０は圧力調整器、９０は送
受波装置、１００は信号処理装置、１１０は表示装置、１２０は駆動制御装置である。
【００４５】
超音波変換器１は、レンズ加工した基板３と、前記基板３に形成された薄膜の振動子４と
から構成される。
【００４６】
振動子４から送波された超音波は、基板３内を伝搬した後音響レンズ２で収束され生体組
織５０に入射され、また、生体組織５０から反射された超音波は、逆の経路をたどって振
動子４に受波される。
【００４７】
なお、基板３は、例えば、サファイア、振動子４は、例えば、酸化亜鉛（ＺｎＯ）で製作
する。
【００４８】
超音波変換器１は、針状超音波探触子の内針１０に実装されており、周囲の生体組織５０
に対する超音波変換器１の走査は内針１０を動作することによって実現される。
【００４９】
このため、内針１０の逆端には、これを駆動するための駆動部６０が設けられており、前
記駆動部６０は、駆動部制御装置１２０により制御される。
【００５０】
外針２０は、超音波変換器１を保護し、また、走査時の内針１０のブレを防ぐためのもの
であり、刺入時には先端部のみを残して内針１０を収納し、計測時に図１に示すように、
超音波変換器１を露出させる。
【００５１】
ここで、針は内針１０、外針２０ともに、例えば、ステンレスで製作する。
【００５２】
内針１０の直径は１．６ｍｍ～１ｍｍ程度、音響レンズの直径、焦点距離は２００μｍ程
度、超音波の周波数は２００ＭＨｚ程度が適当である。
【００５３】
信号線６を介する振動子４への送波電圧の印加、受波電圧の検波は、送受波装置９０が行
う。
【００５４】
信号処理装置１００は、駆動制御装置１２０に指示を与えて駆動部６０による針状超音波
探触子の走査、送受波の制御、検出信号による画像化を行い表示装置１１０に表示する。
【００５５】
本実施例の針状超音波探触子は、内針１０を螺旋状に走査してＣモード像の画像を得る針
状超音波探触子である。
【００５６】
音響レンズ２と生体組織５０との間には、音響伝搬媒体給排管３０によって供給される液
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体の音響伝搬媒体４０が介在される。
【００５７】
また、音響伝搬媒体給排管３０の逆端には、静水圧を調整可能な液体の音響伝搬媒体４０
の給排器７０が設けられている。
【００５８】
この静水圧を変えることによって、生体組織５０と液体の音響伝搬媒体４０の界面の位置
を微調整し、音響レンズ２の焦点の位置に合わせる。
【００５９】
音響レンズ２と生体組織５０との間の距離は、振動子４が超音波を送波した時間と、これ
が生体組織５０と液体の音響伝搬媒体４０の界面で反射して受波される時間の時間差でモ
ニターできる。
【００６０】
そこで、図４に示すように、送受波装置９０でこの時間差を検出し、これを参照しつつ圧
力調整を行えば正確な位置合わせができる。
【００６１】
ここで、音響伝搬媒体給排管が２本あるのはその一方を供給専用、他方を排出専用に用い
るためである。
【００６２】
これにより、生体組織５０から血液などが滲み出して音響レンズ２と生体組織５０の間に
入り、超音波の視野の妨げになる場合などに液体の音響伝搬媒体４０を流して洗浄できる
。
【００６３】
生体組織５０の音響インピーダンスは臓器の細胞の場合、一般に１．３５から１．８×１
０ 6（ｋｇ／ｍ 2ｓ）程度であり、水は１．５×１０ 6（ｋｇ／ｍ 2ｓ）程度であるから、液
体の音響伝搬媒体４０としてはグリセリンなど音響インピーダンスの大きいものを用いた
ほうが信号強度は大きくなる。
【００６４】
しかし、この液体の音響伝搬媒体４０は検査後も生体組織５０に残存するため、生理食塩
水など無害なものを用いるものとする。
【００６５】
液体の音響伝搬媒体４０として生理食塩水を用いた場合、生体組織内の音響インピーダン
スの分布による反射率と比較して、生体組織と音響伝搬媒体の界面における反射率は少な
くとも１０倍以上である。
【００６６】
　なお、肝臓などの臓器の組織を計測する場合に、臓器から滲みだす血液の基体などが音
響伝搬媒体とし 作用すれば、音響伝搬媒体を外部から給排する必要はない。
【００６７】
［実施例２］
図５は、本発明の他の実施例（実施例２）である針状超音波探触子の主要部を拡大して示
す拡大図である。
【００６８】
図５において、２は音響レンズ、３は基板、４は振動子、８は固体の音響伝搬媒体、１０
は内針、５０は生体組織である。
【００６９】
本実施例２の針状超音波探触子は、音響伝搬媒体として、例えば、ポリスチレンからなる
固体の音響伝搬媒体８を用いるようにした点で、前記実施例１の針状超音波探触子と相違
している。
【００７０】
本実施例２の構成により、内針１０の断面を完全に円形にすることができ、これを回転走
査する際に周囲組織を傷つけることがない。
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【００７１】
周囲組織から滲み出る体液により円滑に走査できる場合は、液体の音響伝搬媒体４０を供
給する必要はなく、給排管３０は不要である。
【００７２】
もちろん円滑な走査に必要な場合や、血液などを洗浄する必要があるときは、前記実施例
１と同じく音響レンズ２と生体組織５０の間に液体の音響伝達媒体４０を給排することも
可能である。
【００７３】
前記したように、固体の音響伝搬媒体８の音響インピーダンスは、生体組織５０と異なっ
ているほうがよく、２．０×１０ 6（ｋｇ／ｍ 2ｓ）を超えることが望ましい。
【００７４】
音響伝搬媒体が、固体の音響伝搬媒体８であれば、検査後に生体内に残存することはなく
、液体の場合に比べてその材料の選択枝は多い。
【００７５】
しかし、例えば、レンズ材がサファイアの場合、音響伝搬媒体の音響インピーダンスがサ
ファイアの値（約４４×１０ 6（ｋｇ／ｍ 2ｓ））に近過ぎては音響レンズ２で超音波が屈
折しにくくなる。
【００７６】
ポリスチレンは、超音波の減衰も少なく、音響インピーダンスもこれに適した材料である
。
【００７７】
図６は、従来の針状超音波探触子の主要部を拡大して示す拡大図である。
【００７８】
図６において、２は音響レンズ、３は基板、４は振動子、１０は内針、５０は生体組織で
ある。
【００７９】
図６に示すように、従来の針状超音波探触子では、音響レンズ２は生体組織５０にほぼ密
着しており、音響レンズ２の焦点は周囲の生体組織５０の内部に位置する。
【００８０】
この構成では、生体組織５０内部の音響特性を計測することができるが、生体組織５０内
の微妙な音響インピーダンス分布による超音波の反射を計測するため、超音波の反射率が
低く、信号強度が小さくなる。
【００８１】
［実施例３］
前記各実施例では、簡単のため超音波変換器を１個としている。
【００８２】
本実施例３は、超音波変換器を複数個用いる場合の配列方法を決定する実施例である。
【００８３】
図７、図８、図９は、本実施例３において、針状超音波探触子上に複数個の超音波変換器
を配置する場合の配置方法の一例を示す図である。
【００８４】
図１０は、針状超音波探触子上に複数個の超音波変換器を配置する場合の、最も簡単な配
置方法を示す図である。
【００８５】
なお、図７ないし図１０では、説明を容易にするため、超音波変換器の位置を丸で示し、
走査時の走査線の軌跡を同時に示している。
【００８６】
図７ないし図１０の針状超音波探触子７は、図１に示す内針１０に相当する。
【００８７】
図１１、図１２、図１３は、針状超音波探触子７を螺旋状に走査して得られる画像の走査
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線を模式的に示す図である。
【００８８】
本実施例３の針状超音波探触子において、実装する超音波変換器の数をｍ個とし、螺旋状
走査における１回転あたりの軸方向の移動距離をｐとすれば、第１番目の超音波変換器の
位置を基準として、第ｓ番目の超音波変換器の回転方向の位置がθｓ度であれば、その軸
方向の位置を、下記（１）式により与える。
【００８９】
【数１】
ｐ［（θｓ／３６０）＋（ｓ－１）｛ｎ＋（ｔ／ｍ）｝］　…………　（１）
ここで、ｎは整数、ｔは１、あるいは、ｍ未満かつｍと互いに素なる自然数である。
【００９０】
なお、図７ないし図１０に示す例では、超音波変換器の数ｍをすべて４としており、また
、第１、２、３、４番目の超音波変換器を各々Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、その走査線を各々ａ、ｂ
、ｃ、ｄで示している。
【００９１】
超音波変換器を複数個実装する場合、最も簡単な配列方法は図１０に示す配列方法であり
、４個の超音波変換器が、回転方向には等間隔、軸方向には同じ位置に配置されている。
【００９２】
図１０に示す配列方法は、前記（１）式において、ｎが－１、ｔが３の場合に相当する。
【００９３】
図１３は、図１０に示す配列方法のように超音波変換器を配置した場合の走査線を示して
いる。
【００９４】
当然ながら、超音波変換器を４個実装すれば、超音波変換器が１個の場合と比較して同じ
走査線密度を得るに必要な時間は４分の１に短縮できる。
【００９５】
しかし、図３から理解できるように、細い内針１０に複数の超音波変換器を図１０に示す
配列方法のように実装することは困難である。
【００９６】
そこで、超音波変換器を、例えば、図７に示す配列方法で配置する。
【００９７】
図７に配列方法において、第２番目の超音波変換器の回転方向の位置θ２は９０°、同じ
く第３番目、第４番目の超音波変換器に関しては、θ３＝１８０°、θ４＝２７０°であ
る。
【００９８】
図７に示す配列方法は、前記（１）式において、ｎが０、ｔが１の場合に相当し、これは
、内針１０の回転方向に対しては等間隔に、軸方向に対しては得られる画像の走査線間隔
の２倍に等しい間隔で配置した、といいかえてもよい。
【００９９】
図１１は、図７に示す配列方法のように超音波変換器を配置した場合の走査線を示してお
り、図１３に示す走査線との差異は始点部分のみで、走査線密度は図１３と同じになる。
【０１００】
しかしながら、超音波変換器の位置を軸方向にずらすことにより、実装は容易となる。
【０１０１】
同様に、前記（１）式において、ｎを０、ｔを３とすると、図８に示す配列方法が得られ
る。
【０１０２】
ｔの値として４の因数である２をとると、走査線が重なり合ってしまう。
【０１０３】
図８に示す配列方法ように、ｔの値には走査線が重ならないための条件があり、ｔは１、
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あるいは、ｍ未満かつｍと互いに素なる自然数でなければならない。
【０１０４】
ここで、超音波変換器の数が４個であれば、ｔの値は１または３である。
【０１０５】
図９に示す配列方法は、超音波変換器の回転方向の位置をすべて０°にとった例である。
【０１０６】
図９に示す配列方法は、前記（１）式において、ｎが０、ｔが３の場合に相当し、図１２
は、図９に示す配列方法のように超音波変換器を配置した場合の走査線を示している。
【０１０７】
図９に示す配列方法でも、走査線密度を図１３とほとんど変えることなく超音波変換器の
実装密度を低減することが可能となる。
【０１０８】
以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発
明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変
更可能であることは勿論である。
【０１０９】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば、下記の通りである。
【０１１０】
（１）本発明によれば、軸に垂直な方向に超音波を送受波する超音波変換器を少なくとも
１個有し、これを生体組織内に刺入して周囲の生体組織を計測する針状超音波探触子にお
いて、超音波変換器から送受波される超音波が音響レンズの作用により音響伝搬媒体内で
結ぶ焦点の位置を、生体組織と音響伝搬媒体の界面の位置に、焦点深度の範囲で一致させ
るようにしたので、音響インピーダンスの差が大きくなり、反射信号の強度を１０倍以上
向上させることが可能となる。
【０１１１】
これにより、得られる画像の階調を増すことができ、針状超音波探触子による診断が容易
になる。
【０１１２】
（２）本発明によれば、針状超音波探触子に複数個の超音波変換器を実装する場合に実装
密度を低減できるとともに、各々の超音波変換器の走査線の軌跡が重なり合うことなく等
間隔に配列される最も効率的な配置とすることが可能となる。
【０１１３】
これにより、撮像時間を短縮することができ、被検者の負担を軽減することが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例（実施例１）である針状超音波探触子を長さ方向に切断した断
面を示す縦断面図である。
【図２】図１に示す針状超音波探触子の主要部を拡大して示す拡大図である。
【図３】図１に示す針状超音波探触子を同図に示すＡ－Ａ’の線で切断した断面を示す断
面図である。
【図４】図１に示す針状超音波探触子の全体構成を示す全体図である。
【図５】本発明の他の実施例（実施例２）である針状超音波探触子の主要部を拡大して示
す拡大図である。
【図６】従来の針状超音波探触子の主要部を拡大して示す拡大図である。
【図７】本実施例３において、針状超音波探触子上に複数個の超音波変換器を配置する場
合の配置方法の一例を示す図である。
【図８】本実施例３において、針状超音波探触子上に複数個の超音波変換器を配置する場
合の配置方法の一例を示す図である。
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【図９】本実施例３において、針状超音波探触子上に複数個の超音波変換器を配置する場
合の配置方法の一例を示す図である。
【図１０】針状超音波探触子上に複数個の超音波変換器を配置する場合の、最も簡単な配
置方法を示す図である。
【図１１】図７に示す配置方法の場合に、針状超音波探触子を螺旋状に走査して得られる
画像の走査線を模式的に示す図である。
【図１２】図９に示す配置方法の場合に、針状超音波探触子を螺旋状に走査して得られる
画像の走査線を模式的に示す図である。
【図１３】図１０に示す配置方法の場合に、針状超音波探触子を螺旋状に走査して得られ
る画像の走査線を模式的に示す図である。
【符号の説明】
１…超音波変換器、２…音響レンズ、３…基板、４…振動子、５…信号線実装基板、６…
信号線、７…針状超音波探触子、８…固体の音響伝搬媒体、１０…内針、２０…外針、３
０…音響伝搬媒体給排管、３５…音響伝搬媒体給排管３０の開口部、４０…液体の音響伝
搬媒体、５０…生体組織、６０…駆動部、７０…液体の音響伝搬媒体４０の給排器、８０
…圧力調整器、９０…送受波装置、１００…信号処理装置、１１０…表示装置、１２０…
駆動制御装置。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

(11) JP 3654309 B2 2005.6.2



【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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